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平成２１年１０月２３日

北海道森林管理局

北海道森林管理局北見事務所における不適正な経理処理について

１ 発覚の経緯と調査の端緒

（１）平成２１年９月２１日及び９月２３日付けで北海道森林管理局総務部長及び林野庁林

政部長宛に匿名の通報がそれぞれ投函され、連休明けの９月２４日にそれぞれの部局

において開封された。

通報の概要は、①北海道森林管理局北見事務所及び事務所管内森林管理署にお

いて、業者に対してコピー用紙を発注し、正規に購入できない品と交換し、また、電子

辞書、卓上テレビ、高級万年筆等と交換して自宅に届けさせているとの噂となってい

る、②まだ使える職員の事務用椅子を組合事務局の分まで含め全部取り替え、使える

椅子は職員の自宅に流れて行っているというものであった。

（２）この通報を受け、北見事務所において、関係職員及び関係業者に聞き取りを行うな

ど、事実関係の調査を行ったところ、購入したコピー用紙等が契約どおりに納品されて

いないにもかかわらず、納品されたとして代金を支払い、次年度に納品されたり、契約

と異なる他の事務用品等に差し替えて納品させていたとの不適正な経理処理が行わ

れていたとの証言を得た。

（３）このため、北海道森林管理局に、第三者を含む「調査検討委員会」を設置し、その下

に、「特別調査チーム」を設置し、事実関係の把握を行った。

２ 調査体制

（１）調査検討委員会の設置

北見事務所で実施した調査で明らかになった事実関係を踏まえ、通報の内容の確

認、経理処理の実態の解明のため、北海道森林管理局に調査検討委員会を設置し

た。調査検討委員会においては、調査手法の検討、調査結果の評価を実施した。

○ 調査検討委員会

委員長 北海道森林管理局長

委員 矢吹徹雄（弁護士）

向田直範（北海学園大学法学部教授）

北海道森林管理局総務部長
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（２）特別調査チームの設置

調査検討委員会の指導を受けつつ、契約関係書類の解析、物品と書類との突合、

関係者からの聞き取り調査等により事実関係を究明する特別調査チームを設置した。

○ 特別調査チーム

チーム長 総務部長

副チーム長 総務課長、経理課長、業務調整課長

チーム員 契約適性化専門官２名

監査官２名

３ 調査方法

（１）聞き取り調査

予算決算及び会計令第22条に規定する書類（契約書、領収書、支出決議書等）の行

政文書保存期間が5年であること（農林水産省行政文書管理規則別表第１）を踏まえ、

平成１６年４月以降に北見事務所において物品調達に直接かかわった職員（既に退職

している者を含む。）を対象として聞き取りを実施した。

また、通報で指摘された業者（４社）及び北見事務所に物品納入の実績がある業者

（１社）を対象として聞き取りを実施した。

さらに、北見事務所管内の森林管理署（３署）及び森林管理署支署（１署）について、

予算執行全体を見渡している管理者を対象として聞き取りを実施した。また、上記業者

に対して、管理署等に関しても聞き取りを実施した。

（２）書類検査

上記業者に納品書等の提出について協力要請し、平成１６年度以降の調達に関連

し、現存するものについて提出を受け、支出関係書類や現物と突合等を行った。

４ 調査の結果確認された事実関係等

（１）調査結果の概要

北見事務所における経理処理において、購入したはずのコピー用紙等が契約どおり

納品されていないにもかかわらず、納品されたとして代金を業者に支払い、時期を遅ら

せて納品させたり、契約と異なる事務用品等を納品させていた事実が明らかになった。

契約と異なる事務用品等については、業務以外に使用されている事実は確認されなか

った。

また、公務に必要のないといった「正規に購入できない品」や不正な椅子の購入、そ

れらの職員の自宅への流出等の事実は確認できなかった。
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（２）北見事務所における事実関係

物品が納品されていないにもかかわらず、代金を業者に支払い、後の物品購入の代

金として業者に管理させる（いわゆる「預け金」）といった、物品調達に係る不適正な経

理処理が、平成１６年度以降合計２，４０４，２３３円確認された。

このうち、契約と同じ物品の納品が４２６，０５８円、契約と異なる物品の納品が

１，４５８，８５８円あり、調査段階での残額が５１９，３１７円であった。

この他、契約した物品について、年度内に納品されたこととして業者に代金を支払っ

たが、実際の納品は翌年度であったもの（いわゆる「翌年度納入」）が１，０１１，８１１円

あった。各業者ごとの事実関係は次のとおりである。（別表１ 北見事務所における不

適正な経理処理の総括表）

ア (株)A

(株)Aに関しては、当該業者及び物品調達担当者からの聞き取り並びに納品書及

び納品された現物を確認することにより、次の事実が確認された。

(株)Aを契約相手方とする契約においては、平成１６年度末（平成１７年３月）

に契約したトナーカートリッジの一部、チューブファイル、コピー用紙、トナー（計

６６２，４５７円）、平成１７年度末（平成１８年３月）に契約したトナー（３９５，９７６円）、

平成１８年１２月、平成１９年１月、平成１９年２月に注文（平成１８年１１月１６日契約

の単価契約分）したトナーの一部（計４６１，９１６円）が納期までに納品されていない

ことが確認された。

これらの物品代金に関連して、平成１７年度以降、契約物品であるトナー等の納品

（４２６，０５８円）の他に、ファイル、プリンターインク、パソコンメモリ等の事務用品、

OA機器等契約と異なる物品を納品（７３１，６１７円）させ、残高が３６３，９６４円とな

り、現在に至っていることが確認された。万年筆については、平成１７年度に８，４００

円で納品されており、調達担当者によれば事務用に納品させたことが確認されてい

る。なお、通報で指摘する卓上テレビ、電子レンジ等を納品させた事実は認められな

かった。

各年度の預けとなった合計金額から既に預けから納品された物品の合計金額を

差し引いた金額（３６２，６７４円）が、業者が把握している残高（３６３，９６４円）より

１，２９０円少なかったが、預けの使途のほぼ全容が明らかとなったことから、私的流

用は無いと結論付けられた。

また、上記の不適正な処理の他に、平成１７年度末（平成１８年３月）に契約した物

品（事務用品、１９４，０４０円：事務機、２１０，０００円）が納期までに納品されず、翌

年度に納品（「翌年度納入」）されていたことが確認された。
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イ (株)B

(株)Bに関しては、当該業者及び物品調達担当者からの聞き取り及び業者から提

出のあった納品した品物がわかる資料及び整理表から次の事実が確認された。

平成１８年度末(平成１９年３月)に契約した雑貨類の一部の物品（３００，０００円）、

平成１９年度末（平成２０年３月）に契約した雑貨類の一部の物品（２００，８３４円）が

それぞれ納期までに納品されていないことが確認された。

これらの物品代金に関連して、平成１９年度以降、契約物品とは異なる長靴、防寒

着、書籍、車両用品等（金額にして３８４，９０３円）を納品させ、残高が１１５，９３１円

となり、現在に至っていることが確認された。なお、通報で指摘する卓上テレビ、電子

レンジ等を納品させた事実は認められなかった。

(株)Bとの契約に関しては、平成１９年度以降に預けの中から北見事務所に納品し

た品物がわかる資料と整理表が(株)Bから提出され、これらの合計金額を平成１８年

度及び平成１９年度の物品の未納の金額から差し引くと現在の残高に一致すること

が確認されたことから、私的流用は無いと結論付けられた。

また、上記の不適正な処理の他に、平成１６年度末（平成１７年３月）に契約した物

品（測量用品、９８，０９６円：長靴等、４８，７２０円）、平成１７年度末（平成１８年３月）

に契約した物品（事務用品、５５，９３３円）が納期までに納品されず、それぞれ翌年

度に納品（「翌年度納入」）されていたことが確認された。

ウ (株)C

(株)Cに関しては、当該業者及び物品調達担当者からの聞き取り及び業者から提

出のあった納品整理表から次の事実が確認された。

平成１８年度末（平成１９年３月）に契約した事務用品等の一部（２６６，５００円）の

物品が、また、平成１９年度末（平成２０年３月）に契約したコピー用紙の一部

（１１６，５５０円）が納期までに納品されていないことが確認された。

これらの物品代金に関連して、平成１９年度以降に契約物品とは異なる他の蛍光

ペン、ファイル、アルバム等の事務用品等を納品させ、残高が４０，７１２円となり、現

在に至っていることが確認された。なお、通報で指摘する卓上テレビ、電子レンジ等

を納品させた事実は認められなかった。

(株)Cとの契約に関しては、平成１９年度以降に預けの中から北見事務所に納品し

た整理表が(株)Cから提出され、これらの合計金額を平成１８年度及び平成１９年度

の物品の未納の金額から差し引くと現在の残高に一致することが確認されたことか

ら、私的流用は無いと結論付けられた。

また、上記の不適正な処理の他に、平成１６年度末（平成１７年３月）に契約した物
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品（事務用品等、２２２，７７２円）が納期までに納品されず、翌年度に納品（「翌年度

納入」）されていたことが確認された。

エ (株)D

(株)Dについては、当該業者及び物品調達担当者からの聞き取りから、前述のよう

な預けといった経理処理は行われていなかったと認められるが、平成１６年度末に契

約した物品（玄関用マット、８９，２５０円）が納期までに納品されず、翌年度に納品

（「翌年度納入」）されていたことが確認された。

オ (株)E

(株)Eについては、当該業者及び物品調達担当者からの聞き取りから、前述のよう

な預けといった経理処理は行われていなかったと認められるが、平成１６年度末に契

約した物品（事務用品等、９３，０００円）が納期までに納品されず、翌年度に納品（「翌

年度納入」）されていたことが確認された。

なお、(株)Eとは、平成１８年３月以降契約の実績はない。

（３）森林管理署等における事実関係

北見事務所管内の３森林管理署及び１森林管理署支署についても、関係者からの

聞き取り等を実施したが、前述のような預けといった経理処理は認められなかった。

しかしながら、納入期限に遅れて翌年度に物品が納品されたという不適正な経理処

理が次のとおり確認された。（別表２ 北見事務所管内森林管理署等における不適正

な経理処理の総括表）

○ 網走中部森林管理署において、平成２０年度に署における一般競争入札で購入し

た重機等用タイヤ（１，３４５，０５０円）が納期に納品されず、翌年度に納品されてい

ることが確認された。

（４）通報の指摘事項に対する事実関係

ア 「多額なコピー用紙を発注し、品物は正規に購入できないものと交換」について

調達担当者及び当該業者からの聞き取りを行った結果、コピー用紙やトナーなど

の契約物品と異なる事務用品等が納品されていることが確認されたが、納品された

物品が業務以外に使用されている事実は確認されなかった。したがって、公務に必

要のないといった「正規に購入できない品」を納品させたという事実は確認されなかっ

た。

イ 「個人の私腹を肥やす商品たとえば、電子辞書、剪定鋏等を自宅に届けさせている
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実態が職場内で噂になっている」について

契約した物品が納期までに納品されなかったものの金額から、後日納品された契

約物品の金額と契約物品を契約と異なる事務用品等を納品させたものの金額を差し

引くと現在の残高に一致又はほぼ一致（(株)Aの１，２９０円の差）することから私的流

用が行われていた事実は確認されなかった。

なお、聞き取り調査の結果では、調達担当者及び業者のいずれも、指摘されるよう

な事実は否定した。

また、職場内で私的流用が行われているとの噂があったという事実は確認されて

いない。

ウ 管理者が気がついていても見て見ぬ振りをしていたかの確認

北見事務所の当時の管理者（退職者を含む。）に対し、不適正な経理処理が行わ

れていた事実を認識していたかを聞き取りしたところ、１８年度途中まで「保管契約」を

行っていることは承知していたが、契約物品と異なるものを納品させていたことや、１８

年度の一般競争入札への切り替え等の運用改善以降も新たな預けが生じていたこと

は知らなかった。

また、物品調達担当者に、不適正な経理処理について、他の職員や管理者に話し

たことがあるかを確認したところ、事務所長や副所長の管理者には話したことはない

とのことであった。

以上のことから、管理者が見て見ぬ振りをしていたという事実は確認されなかった。

エ 「事務用椅子を組合事務局の分まで含め全部取り換え、使える椅子は職員の家族

へと一部は流れて行っている。」について

平成２０年３月に北見事務所の事務室の椅子３２脚を更新したが、それ以前に使

用していた椅子は分局時代（平成１５年度以前）から使用していたものであり、当時

在籍していた職員からの聞き取りによれば、音が出たり、キャスターのゴムの色が床

についたりしていたとのことである。

また、この３２脚はすべて事務所の事務室で使用しており、一方、組合事務局で現

在使用している椅子はこれらと明確に異なる古いものであることは、現場において確

認されている。なお、職員及び組合からの聞き取りによれば、組合事務局で使用され

ている椅子は分局時代から使用されているものとのことである。

したがって、北見事務所が、組合事務局の分まで椅子を購入した事実はないもの

と結論付けられた。

平成２０年３月に椅子３２脚を購入した際、それまで使用していた古い椅子３２脚

は、椅子を購入した（株）Bに処分料を支払い廃棄させた。（株）Bは、（株）Aにこの処
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分を委託し、廃棄物処理業の許可を持つ（有）Fが最終処分を行った。このことは、

（株）Aが、２０年６月に、（有）Fから産業廃棄物管理票を受領していることにより確認

されている。

したがって、廃棄された椅子が職員の自宅に流出している事実はないものと結論

付けられる。

５ 不適正処理の経緯

（１）保管契約

北見事務所（旧北海道森林管理局北見分局）においては、保管契約と称し、物品等

の契約に当たり、別契約を業者と取り交わし、物品代金は支払うが、納入物品を業者

に保管してもらい、必要な都度納品してもらう調達方法が、平成１０年度以前から行わ

れていた。特に、年度末に行われる契約で行われることが多かった。

保管物品の納品管理については、受払簿で業者と事務所の双方で確認していた。

この保管契約については、その実行の透明性を確保しにくいことから、平成１８年度

に「公共調達の適正化について」の財務大臣通知を受けて、物品調達が一般競争入札

に切り替わったことを契機として、北見事務所の自主的な判断で、以降行わないことと

された。

（２）不適正な経理処理の始まり

北見分局から北見事務所となった平成１６年度及び１７年度に、北見事務所で物品

の調達を担当したGは、(株)Aから、年度末に購入したコピー用紙、トナーなどの他、ＯＡ

機器関連部品や事務用品についても保管契約期間を超えてもなお預けの状態をつく

り、さらに契約した物品と異なる物品を納品させていたことが納品書などから確認され

た。

（３）担当者の引継①

平成１８年３月３０日で北見事務所をやめたGは、後任のHに、コピー用紙やトナーの

契約の処理及び未納となっている事務用品等の数量及び金額を引き継いだ。Hは、在

任中に引き継いだ金額の一部を契約とは異なる事務用品等の業務に必要な物品で納

品させた。

また、Hは、調達担当となって以降、平成１８年度に、トナーの単価契約が局で一般

競争入札となることから、道内のどこの会社が落札するか分からず、ドラムやカラート

ナーの交換が生じた時にすぐに頼めるよう、これまでカラープリンターの扱いを任せて

いた(株)Aに随意契約により北見事務所において物品購入契約を結び、交換に必要な

金額を確保しておきたいと考え、新たな預けの状態を作った。その後、契約とは異なる



- 8 -

事務用品等業務に必要な物品を、保管契約が廃止されたにもかかわらず納品させた。

また、局の集中調達になると、事務所ですぐに必要なものが調達できなくなること、特

に、１８年秋の台風災害の際に、緊急に調達が必要になった経験があったことから、緊

急時に備える必要があると考え、(株)B及び(株)Cとの間で新たな預けの状態を作った。

その後、契約とは異なる事務用品等業務に必要な物品を納品させた。

（４）担当者の引継②

平成２１年４月のHの人事異動に伴い、Hから現在の担当のIに、当時未納となってい

る金額について引き継がれた。Iは、困惑したが処理をしないといけないと考え、引き継

いだ金額の一部を用い事務用品等の業務に必要な物品を納品させた。

６ 今後の対応

（１）契約事務等の改善

ア 職員のコンプライアンス（法令遵守）の徹底

前例踏襲によって、不適切な経理の引き継ぎが行われてきたこと、公金の使い方

について公正性が求められているという意識が著しく低下していたことを踏まえ、職

員のコンプライアンス意識の徹底を図ることとする。

イ 物品等検査事務のチェック機能の強化

物品の調達事務が発注から検査まで同一職員により行われ、今回の不適正な経

理処理が行われたことを踏まえ、北見事務所においては、物品検収時の複数による

検査、また、保存品や大量の消耗品の納品時には副所長等も検査に立ち会うなど再

発防止を図ることとする。

ウ 一般競争入札（集中調達）による物品調達の徹底

北見事務所の物品調達は、平成１８年度第４四半期から局集中調達による一般

競争により実施しているが、少額随意契約については北見事務所の裁量に委ねて

いた。今後は、随意契約は真にやむをえない場合以外は行わないことを徹底する。

エ 単価契約による適時・適切な購入の推進

今回の事案を契機に、局集中調達による一般競争入札の方法として、コピー用

紙、トナーはもちろんのこと、事務用品についても単価契約とするなど、単価契約の

対象品目を拡大し、適時に適切な物品の購入が出来る仕組みに改善する。

オ 年度末の物品調達の改善
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納期遅れが生じやすい年度末の発注は行わないこととし、計画的な物品調達を徹

底する。

（２）返還金額等

ア 当該業者が保管している物品代金

当該業者が保管している物品代金については、速やかに返還を求めることとす

る。

イ 不適正な経理処理による物品購入の損害

他省庁の同様な事例を参考に、農林水産省本省とも相談の上、検討することとす

る。

（３）関係職員（管理監督を行う職員を含む）の処分

返金と同様に、他省庁の同様な事例を参考に、農林水産省本省とも相談の上、検討

することとする。








